
〇 名寄市立大学入試広報委員会規程 

平成 19 年 ９月 ５日  

改正 平成 20 年 ３月 17 日  

平成 28 年 ３月 16 日  

平成 30 年 ６月 ６日  

令和 ７年 ３月 ６日 

（趣旨）  

第１条 名寄市立大学入試センター規則（平成 19 年名寄市規則第 68 号。以下「規則」とい

う。）第８条第１項の規定に基づき、名寄市立大学入試広報委員会（以下「委員会」とい

う。）を設置し、名寄市立大学（以下「本学」という。）の入学者募集及び入試に必要な広

報を行うものとする。 

（委員会及び会議） 

第２条 委員会は、本学入試センター長（以下「センター長」という。）が委嘱した委員に 

より構成し、規則第８条第２項第１号に掲げる業務を担うものとする。  

２ 委員会の委員長は、部局長のうち学長が指名する者とする。  

３ 委員会の副委員長は、委員長が指名する者とする。  

４ 委員長は、委員会を召集し、会議の議長となる。  

５ 委員長に事故あるときは、他の部局長をもって充て、委員長の職務を代行する。 

（委員会の任期）  

第３条 委員会の任期は、４月１日から翌年３月 31 日までとする。  

第４条 削除  

（庶務）  

第５条 委員会の庶務は、教務課広報入試係において処理する。  

（その他）  

第６条 この規程に定めるもののほか、入試広報に必要な事項は、センター長が定める。  

附 則  

１ この規程は、平成 19 年４月 1 日から適用する。  

２ 市立名寄短期大学広報調査委員会規程（平成 9 年 3 月 5 日施行）は、廃止する。  

附 則（平成 20 年 3 月 17 日改正）   

この規程は、平成 20 年 4 月 1 日から施行する。  

附 則（平成 28 年 3 月 16 日改正）   

この規程は、平成 28 年 4 月 1 日から施行する。  

附 則（平成 30 年 6 月 6 日）  

この規程は、公布の日から施行し、平成 30 年４月１日から適用する。 

附 則（令和７年３月６日改正）   

この規程は、令和７年４月１日から施行する。 


